
簡易評価型プロポーザル提案書評価要領 
（ながおか⼥性リーダーアカデミー企画・運営業務委託） 

 
１ ⽬的 

この要領は、簡易評価型プロポーザル⽅式により委託事業者を決定する場合における提案書
の評価⽅法について、必要な事項を定めることを⽬的とする。 

 
 
２ 事業者の選考 

（１）提案書の評価及び事業者の選考は、本市職員で組織する選考委員会を設置して⾏う。 

（２）選考委員会の委員は別に定め、地⽅創⽣推進部⼈権・男⼥共同参画課が庶務を⾏う。 

（３）選考委員会は、提案書の提出者かつプレゼンテーションの参加者の中から、最優秀者及び
次点者を選考する。 

 
 
３ 選考⽅法 

（１）提案書の記述が要件を満たしていない者は特定しないこととする。 

（２）提案書の記述項⽬及びプレゼンテーションの内容に関して、選考評価基準に基づき 
各委員が採点する。 

（３）各委員の評価点を平均して算出したもの（少数第２位を四捨五⼊）を参加者の評価点とし、
評価点の最も⾼い事業者を最優秀者として決定する。評価点が同点となった場合は、各委
員による選考投票で過半数を占めた参加者を最優秀者として決定する。１回⽬の投票で過
半数を占めた参加者がいない場合は、最多得票数の参加者と次点の参加者で決選投票を⾏
い決定する。 

（４）提出された提案書が１件であった場合は、プレゼンテーション及びヒアリングをした後、
選考委員会において、審査、評価の上、協議し、適切と認めたときは優秀な提案者として選
考する。 

（５）プレゼンテーションの実施及び実施⽅法等については、新型コロナウイルス感染症の拡⼤
状況や緊急事態宣⾔の影響等を考慮し、決定及び通知する。 

 



４ 選考評価基準 
 

評価項⽬ 評価基準 配点

業務実施体制 業務履⾏に⼗分な体制であるか 10 

提
案
の
内
容 

講座の内容及び講
師の提案 

各講座の内容・講師等が、参加者にとって魅⼒的であるか。

35 各講座の内容・講師等の効果が期待できるか。 

参加者同⼠のネットワーク構築が期待できるか。 

参加者の主体的な
学びを⽀援する取

り組みの提案 

内容が参加者にとって取り組みやすく、効果が期待でき 
るか。 

15 

活躍する⼥性を増
やすための課題と

施策の提案 

本業務実施の背景として、本市の課題を適切に理解してい 
るか、また施策の提案⼒があるか。 

20 

広報計画の提案 
多くの市⺠への周知が可能かつ参加者を得ることが期待で 
きるか。 

5 

表現⼒ 

提案書及びプレゼンテーションのまとめ⽅が明快で的確で 
あるか。 

10 

質問に対する応答が明快で的確であるか。 

費⽤⾒積り 算出内訳が明確で、適切な⾒積であるか。 5 

評価得点の合計 100

 
 
 
 


